
平成 30年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

 

指定課題４６ 
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築及び地域共生社会の実現に向けた精

神保健福祉士の役割の明確化と養成・人材育成の在り方等に関する調査 

補助基準額 ８００万円を上限とする。 

事業概要 

精神保健福祉士が専門性を発揮し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築」及び「地域共生社会の実現」に向けて貢献できるよう、その役割を明確化するととも

に、身につけるべき知識や技能などについて明確化し、養成課程、卒後教育及び継続教育

のそれぞれの養成・人材育成の在り方等について調査・検討を行う。 

指定課題を設定

する背景・目的 

現在、精神保健福祉士を取り巻く状況として、前回の精神保健福祉士に係るカリキュラ

ム改正（平成 24年４月１日施行）以降、平成 25年の精神保健福祉士法の改正に伴う退院

後生活環境相談員の創設、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の推進、精神

障害者の雇用の義務化、アルコール健康障害対策基本法（平成 26年 6月）及びギャンブ

ル等依存症対策基本法（平成 30年 10月）の施行による専門人材の育成・確保の必要性な

どにより、精神保健福祉士の役割に対する社会的役割や期待がますます高まっているも

のと考えられる。 

また、社会福祉士においては、福祉人材確保専門委員会が取りまとめた報告書（平成 30

年３月 16日）を踏まえた「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しに関する作

業チーム」において、精神保健福祉士との共通科目も含めたカリキュラム改正に向けた検

討が開始されている。 

以上、前回のカリキュラム改正から新たな要素が多く加わっていること、新たな状況や

要請にも的確に対応できる人材を育成することを目的に、精神保健福祉士の役割やカリ

キュラムの見直し等のため、検討会（精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会）

を設置予定であるが、本事業の調査結果を見直しのための検討材料としてする。また、養

成に止まらず、卒後教育・継続教育の在り方、精神保健福祉士第 41条の２に規定された

資質向上の責務の在り方・具体的な方法等についても合わせて検討する。 

想定される事業

の手法・内容 

【手法】 

 ●質問紙調査又はオンライン質問調査 

 ●フォーカスグループインタビュー調査 

 ●会議体での検討  など 

 

【対象】 

 ○精神保健福祉士養成施設（大学、一般養成等） 

 ○実習受入施設 

 ○各種就労先（自治体、精神保健福祉センター、相談支援センター、医療機関、施

設、事業所、司法機関、学校など） 

 ○他職種の関係職能団体 

 ○指定試験機関 



 

【内容】 

 （１）各養成における課題（大学、一般養成、短期養成等） 

 （２）実習における課題（養成施設及び受入施設） 

 （３）精神保健福祉士の就労状況と業務内容 

 （４）精神保健福祉士に求められる役割（身につけるべき知識と技能） 

 （５）養成課程と卒後教育の在り方 

 （６）多職種が期待する精神保健福祉士との連携 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

（１）「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会（設置予定）」時の検討材料と

して活用 

（２）精神保健福祉士のカリキュラムの見直し（改正）に向けた活用 

担当課室/担当者 精神・障害保健課 心の健康支援室 精神障害保健係（３１１４） 

 

 

 


